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Ⅰ．労働時間に関する法制度の周知
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（改正前）

法律上は、時間外労働に上限なし

（行政指導のみ）。

１年間＝12か月

残業時間
月45時間

年360時間

法定労働時間
１日８時間

週40時間

上限なし

年間６か月まで

大臣告示による上限
（行政指導）

（改正後）

法律で時間外労働の上限を定め、これ
を超える時間外労働はできなくなる。

１年間＝12か月

年間６か月まで

残業時間(原則)
月45時間

年360時間

法定労働時間
１日８時間

週40時間

法律による上限(原則)

法律による上限(例外)
・年720時間
・複数月平均80時間＊
・月100時間未満＊

＊休日労働を含む

Ⅰ．労働時間に関する法制度等の周知

●自動車運転の業務に関しては、時間外労働の上限規制の適用が2024年３月31日まで猶予
されているが、元々、時間外労働に関する限度基準（厚生労働大臣告示）が適用されてい
なかったことからも、適用猶予期間中の長時間労働削減に関する自主的な取組が重要。

● 時間外労働の上限規制



新技術・新商品等の
研究開発業務

時間外労働の上限規制は期間の定めなく、適用されません。（※36協定の締結は必要です。）
なお、36協定においては、指針で定める健康確保措置を講じてください。
（※時間外・休日労働が月100時間を超えた場合には、医師による面接指導が必須となります。）

上限規制の適用が猶予・除外となる事業・業務

下表の事業・業務については、上限規制の適用が５年間猶予されます。また、新技術・新商品
等の研究開発業務については、期間の定めなく、上限規制の適用が除外されています。

事業・業務 猶予期間中の取扱い
（2024年３月31日まで）

猶予後の取扱い
（2024年４月１日以降）

建設事業
①建設業（現場）
②建設業の本店・支店等
③建設業に関連する警備の事業
（交通誘導警備の業務に限る）

上限規制は
適用されません。

災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。
災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の
合計について、

月100時間未満
２～６か月平均80時間以内

とする規制は適用されません。
なお、年間の時間外労働の上限720時間は適用されます。

自動車運転の業務

特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限
が年960時間となります。
時間外労働と休日労働の合計について、

月100時間未満
２～６か月平均80時間以内

とする規制は適用されません。
時間外労働が月45時間を超えることができるのは年６か月まで
とする規制は適用されません。

医師 具体的な上限時間は今後、省令で定めることとされています。
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Ⅰ．労働時間に関する法制度等の周知
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Ⅰ．労働時間に関する法制度等の周知

●厚生労働省では、業界団体の協力の下、改正労基法等の内容を含む労働時間に関する
法制度等の周知、理解の促進に向けた道路旅客・貨物運送業に対する労働時間等説明会
を開催し、自主的な取組を促進するとともに、その他の支援を行う。

●当面はトラック協会の会員企業を対象に実施し、労働基準監督署から改正労働基準法
や支援策（時間外労働等改善助成金等）について説明を行うほか、必要に応じて、運輸
局等からも説明を行う。

● 道路貨物運送業に対する労働時間等説明会の開催
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Ⅰ．労働時間に関する法制度等の周知
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（参考）支援策の例①
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（参考）支援策の例②



Ⅱ. 「しわ寄せ」防止対策

１．労働時間等設定改善法の改正事項
２．しわ寄せ防止総合対策の概要



○ 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（平成四年法律第九十号）（抄）

（事業主等の責務）
第二条
（第１項～第３項 略）
４ 事業主は、他の事業主との取引を行う場合において、著しく短い期限の設定及び発注の内容の頻繁な変更を行わないこと、
当該他の事業主の講ずる労働時間等の設定の改善に関する措置の円滑な実施を阻害することとなる取引条件を付けないこと
等取引上必要な配慮をするように努めなければならない。

○ 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議（衆議院）

四 中小企業・小規模事業者における働き方改革の確実な推進を図る観点から、その多様な労働実態や人材確保の状況、取引
の実情その他の事情を早急に把握するとともに、その結果を踏まえて、長時間労働の是正や非正規雇用労働者の待遇改善に
向けた賃金・設備投資・資金の手当てを支援するため、予算・税制・金融を含めた支援措置の拡充に向けた検討に努め、規
模や業態に応じたきめ細かな対策を講ずること。併せて、新設される規定に基づき、下請企業等に対して著しく短い納期の
設定や発注内容の頻繁な変更を行わないことを徹底すること。

○ 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議（参議院）

四十二 中小企業や小規模事業者において、時間外労働の上限規制が遵守できる環境を整えるために関係省庁が連携し、政府
全体で中小企業の人材確保や取引条件等の改善に向けて適切な措置を講ずること。特に、中小企業庁とも協力して、働き方
改革の推進を中小企業施策の一つの柱に位置付け、長時間労働につながる取引慣行の見直しを含めた業界改革につなげるよ
う取り組むこと。

新しい条文

関連の附帯決議（抄）
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１．労働時間等設定改善法の改正事項
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２．しわ寄せ防止総合対策の概要

○ 「働き方改革の推進」と「取引適正化」は車の両輪であり、大企業等の働き方改革に
よる下請等中小事業者への「しわ寄せ」の防止は、親事業者と下請等中小事業者の
双方が生産性の向上・成長と分配の好循環を実現する上で共通の課題

① 関係法令等の周知広報

・労働局・労基署が、あらゆる機会を通じて、労働時間等設定改善法に加え、下請中小企業振興法
に基づく「振興基準」等についてもリーフレット等を活用して周知

・「しわ寄せ防止キャンペーン月間」の設定による経営トップセミナーの開催等の集中的な取組
・労働施策総合推進法第10条の３に基づく協議会等における課題の共有と地域での取組の推進

○ このため、厚生労働省・公正取引委員会・中小企業庁が一層の連携を図り、「働き方
改革の推進」と「取引適正化」を一体的に推進するため 「大企業・親事業者の働き方
改革に伴う下請等中小事業者へのしわ寄せ防止のための総合対策」を策定

④ 公取委・中企庁による指導及び不当な行為事例の周知・広報
・大企業の働き方改革に伴う下請等中小事業者へのコスト負担を伴わない短納期発注等の下請法

等違反の「しわ寄せ」については、公取委・中企庁が、下請法等に基づき、厳正に対応
・実際に行った指導事例や不当な行為の事例（べからず集）の周知・広報の徹底

＜総合対策の４つの柱＞

② 労働局・労基署等の窓口等における「しわ寄せ」情報の提供

・下請等中小事業者から、大企業・親事業者の働き方改革による「しわ寄せ」に関する相談が
寄せられた場合 には、相談情報を地方経産局に情報提供

③ 労働局・労基署による「しわ寄せ」防止に向けた要請等・通報
・労働局から管内の大企業等に対し、「しわ寄せ」防止に向けた要請等を実施
・下請事業者に対する監督指導において、労働基準関係法令違反が認められ、背景に親事業者に

よる下請法等違反行為の存在が疑われる場合には、公取委・中企庁に通報

11月を「しわ寄せ防止キャンペーン月間」

と位置づけ、集中的な取組を実施
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下請事業者

大企業・親事業者
労働局・労基署

働き方改革推進支援センター
地方経済産業局

労働局の職員又は働き方･休み方改善コンサルタントが大企業等を個別に
訪問し、労働時間等設定改善法第２条第４項の取引上必要な配慮をするよ
う努めなければならないとする規定に関する要請等を重点的に実施する。

窓口や監督指導等におい
て、大企業・親事業者の
働き方改革による「しわ
寄せ」に関する相談・情
報を把握

通報・情報提供

取引
関係

○ 労働局は、管内の大企業等を個別に訪問し、労働時間等設定改善法第２条第４項の取引
上必要な配慮をするよう努めなければならないとする規定に関する要請等を重点的に実施。

○ 下請等中小事業者に対する監督指導において、労働基準法第24条、第32条違反等の
労働基準関係法令違反が認められ、その背景に親事業者による下請法等違反行為の存在が
疑われる場合には、公正取引委員会・中小企業庁に通報する。

＜主な実施事項（労働局関係）＞



Ⅲ．長時間労働削減の取組について



協議会における長時間労働削減の取組に関する意見について（素案）
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Ⅲ．長時間労働削減の取組について

課 題

自動車運転業務の労働時間に関しては、時間外労働の上限規制の適用が令和
6 (2024)年3月31日まで猶予されており、トラック貨物運送事業者・業界
団体による猶予期間中の長時間労働削減に関する自主的な取組が重要。

①人手不足をはじめとする物流危機は運送通業者、荷主で共有されているか。（「何とかなる」と思っていない
か。)     
・仕事はあるがドライバーはいない、違法な業者が法令遵守業者を駆逐、スーパーからセール品がなくなる、歩い
て行けるスーパー自体なくなる。等

②法令・制度の内容は認知されているか
・労働時間上限規制、割増賃金率5割ルール、ガイドライン(ヒント集)、行政の支援策は認知されているか。等

③労働時間を短縮するうえでネックになっていることはなにか。
・短納期発注の常態化、営業時間外の連絡、給与体系の問題。等

④適正価格の取引、応分の費用負担の阻害要因はなにか。
・中小企業は製造業者、荷主、元請、配送先等と交渉する機会をもてるのか。

⑤発注内容は書面で明確化されているか。
・頻繁に仕様変更や追加発注時の納期見直しがないか、不要不急の時間や不必要な曜日指定の発注等はないか。等

取組を推進するうえでの意見出しのヒント


